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(57)【要約】
【課題】弾球遊技機における遊技釘の検査において、検
査の容易化を図る。
【解決手段】弾球遊技機は、遊技盤と、位置決め手段と
を備える。遊技盤は、遊技釘を植設した構成である。位
置決め手段は、遊技盤に対する遊技釘の基準位置を示す
目印を有する板状の検査器具を、検査器具を通して遊技
盤を見た場合に基準位置にある遊技釘が検査器具の前記
目印と重なる位置に、位置決め可能に構成されている。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センターケースを設けると共に遊技釘を植設した遊技盤を備える弾球遊技機であって、
更に、
　前記遊技盤に対する前記遊技釘の位置を示す目印及び前記センターケースの輪郭を表し
た板状の検査器具を通して前記遊技盤を見た場合に、前記検査器具上に表されたセンター
ケースの輪郭と重なるよう遊技盤上の前記センターケースを位置決め手段として機能させ
ることを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の弾球遊技機であって、
　前記検査器具の前記目印は、前記遊技釘の頭部の位置に対応する部位に形成された孔で
あることを特徴とする弾球遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、弾球遊技機（パチンコ遊技機、パチンコ機とも呼ばれる。）に関する技術
を開示する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、弾球遊技機は、遊技釘を植設した遊技盤を備える。遊技盤における遊技釘の
状態（例えば、植設位置、傾斜方向および傾斜角度）は、遊技盤に打ち出された遊技機球
の動きに影響を与える。
【０００３】
　特許文献１には、基準位置にある遊技釘を撮影した基準画像と、検査対象の遊技釘を撮
影した比較画像とを比較することによって、遊技盤における遊技釘の状態を検査する技術
について開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１５９８１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　弾球遊技機における遊技釘の検査において、検査の容易化を図る観点から改善する余地
があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書に開示する技術は、以下の形態として実現できる。
【０００７】
本明細書に開示する一形態における弾球遊技機は、請求項1に記載するように、センター
ケースを設けると共に遊技釘を植設した遊技盤を備える弾球遊技機であって、更に、前記
遊技盤に対する前記遊技釘の位置を示す目印及び前記センターケースの輪郭を表した板状
の検査器具を通して前記遊技盤を見た場合に、前記検査器具上に表されたセンターケース
の輪郭と重なるよう遊技盤上の前記センターケースを位置決め手段として機能させること
を特徴とする。
　この弾球遊技機によれば、遊技盤上のセンターケースと検査器具上に表されたセンター
ケースの輪郭とが重なるよう位置決めすれば、検査器具を通して遊技盤を見た場合に検査
器具上の目印と遊技盤上の遊技釘の位置とを比較することにより、遊技釘の状態を容易に
検査できる。前記検査器具上に輪郭が表されたセンターケースに対応する遊技盤面上のセ
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ンターケースが、位置決め手段として機能（作用）する。
【０００８】
　弾球遊技機は型式検査を受ける必要があり、検査に合格した状態で出荷し、検査に合格
した状態でパチンコホールにおいて営業する必要がある。
　ところが、製造過程において何等かの原因により正常に遊技釘を植設できない場合、調
整ミスにより検査に合格した状態と相違する場合、試射又は営業により釘が変形する場合
、等の理由により検査に合格した状態と相違することが考えられる。
　このような場合に釘位置を表した検査器具を用いて釘の状態を確認することができるが
、検査器具の位置決めを正確に行わないと遊技釘の位置が正常か否かの判断も容易に行う
ことができない。
　しかし、請求項1に記載の発明では、遊技盤上のセンターケースと検査器具上に表され
たセンターケースの輪郭とが重なるよう位置決めすれば良い。
　即ち、簡易な構成により容易且つ正確に位置決めを行うことができるので、釘位置を表
した検査器具を用いて釘の状態を正確に確認することができる効果を発揮する。
【０００９】
　前記検査器具の目印は、遊技釘の頭部の位置に対応する部位に形成された孔であっても
良い。これが、請求項２に記載の弾球遊技機である。
　孔の大きさは、遊技釘の頭の輪郭と略同等であれば良く、孔に遊技釘の頭が隙間なく嵌
る大きさでも良い。
　なお、検査器具は、透明な板状の樹脂が好ましいが、これに限定されない。また、検査
器具の大きさは、遊技盤面全体を覆う大きさでも良く、遊技盤面の一部に用いられる大き
さでも良い。
【００１０】
　本明細書に開示する技術は、弾球遊技機とは異なる種々の形態で実現できる。本明細書
に開示する技術は、例えば、弾球遊技機における遊技釘の検査方法、ならびに、弾球遊技
機における遊技釘を検査する検査器具などの形態で実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】パチンコ機の構成を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図３】パチンコ機の遊技盤の構成を示す正面図である。
【図４】遊技盤における遊技釘の配置を示す拡大図である。
【図５】盤面に植設された遊技釘の一例を示す説明図である。
【図６】検査器具の構成を示す説明図である。
【図７】パチンコ機における遊技釘を検査する検査方法を示す工程図である。
【図８】検査器具の目印と遊技盤の遊技釘との位置関係を比較する様子の一例を示す説明
図である。
【図９】第２実施形態における検査器具と遊技盤の遊技釘との位置関係を比較する様子の
一例を示す説明図である。
【図１０】第３実施形態における検査器具と遊技盤の遊技釘との位置関係を比較する様子
の一例を示す説明図である。
【図１１】第４実施形態における検査器具と遊技盤の遊技釘との位置関係を比較する様子
の一例を示す説明図である。
【図１２】第５実施形態における検査器具と遊技盤の遊技釘との位置関係を比較する様子
の一例を示す説明図である。
【図１３】第６実施形態における前枠に検査器具を取り付けた様子を示す説明図である。
【図１４】第７実施形態における前枠に検査器具を取り付けた様子を示す説明図である。
【図１５】第８実施形態における検査器具の構成を示す説明図である。
【図１６】第９実施形態におけるパチンコ機の構成を示す正面図である。
【図１７】第９実施形態における検査器具の構成を示す説明図である。
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【図１８】第１０実施形態における検査器具の構成を示す説明図である。
【図１９】第１０実施形態における検査器具と遊技盤の遊技釘との位置関係を比較する様
子の一例を示す説明図である。
【図２０】第１１実施形態における検査器具の構成を示す説明図である。
【図２１】第１１実施形態における検査器具と遊技盤の遊技釘との位置関係を比較する様
子の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
Ａ．第１実施形態
　図１は、パチンコ機１０の構成を示す正面図である。図１には、他の各図に共通するＸ
ＹＺ軸が図示されている。図２は、パチンコ機１０の構成を示す背面図である。図３は、
パチンコ機１０の遊技盤４０の構成を示す正面図である。
【００１３】
　パチンコ機１０は、外枠２０と、内枠３０と、遊技盤４０と、前枠５０とを備える。本
実施形態では、パチンコ機１０は、プリペイドカードに対応したパチンコ遊技機（いわゆ
るＣＲ機）であり、更にプリペイドカードユニット６０を備える。プリペイドカードユニ
ット６０は、遊技球の貸出料金を精算するためのプリペイドカードに対する読み書きを処
理する。
【００１４】
　パチンコ機１０の外枠２０は、縦長の矩形状を成す枠である。外枠２０は、パチンコ機
１０を設置する設備に固定される。外枠２０は、パチンコ機１０の上面、底面および左右
側面における外郭を構成する。外枠２０は、その内側に内枠３０を保持する。外枠２０は
、内枠３０を外枠２０に対して開閉可能に保持するヒンジ２１，２２を備える。本実施形
態では、パチンコ機１０の正面から見て、ヒンジ２１は左下側に設けられ、ヒンジ２２は
、左上側に設けられている。
【００１５】
　パチンコ機１０の内枠３０は、外枠２０の内側に嵌る縦長の矩形状を成す枠である。内
枠３０は、外枠２０の内側に開閉可能に保持される。内枠３０は、その内側に遊技盤４０
を保持する。内枠３０は、正面側において前枠５０を内枠３０に対して開閉可能に保持す
る。内枠３０は、背面側に、遊技球タンク３１と、タンクレール３２と、払出装置３３と
、端子台３５を備える。遊技球タンク３１は、パチンコ機１０の外部から補給される遊技
球を保持する。タンクレール３２は、遊技球タンク３１から払出装置３３へと遊技球を流
下させる。払出装置３３は、制御信号に応じて遊技球を払い出す。端子台３５は、遊技状
態を示す信号をパチンコ機１０の外部へと出力する外部接続端子を構成する。
【００１６】
　パチンコ機１０は、主制御装置８０と、払出制御装置８１と、演出図柄制御装置８２と
、電源基板８５とを備える。主制御装置８０は、パチンコ機１０における遊技進行を制御
する。払出制御装置８１は、払出装置３３による遊技球の払い出しを制御する。演出図柄
制御装置８２は、遊技盤４０において表示される演出図柄を制御する。電源基板８５は、
パチンコ機１０の各部に電力を供給する。主制御装置８０および演出図柄制御装置８２は
、遊技盤４０の背面側に設けられている。払出制御装置８１および電源基板８５は、内枠
３０の背面側に設けられている。
【００１７】
　パチンコ機１０の前枠５０は、パチンコ機１０の正面側を構成する縦長の矩形状を成す
枠である。前枠５０は、内枠３０の正面側に開閉可能に保持される。前枠５０は、遊技盤
４０の正面側に開口を形成する開口部５５を備える。開口部５５は、開口の上端を形成す
る開口上端部５５Ｕと、開口の下端を形成する開口下端部５５Ｄと、開口の右側端を形成
する開口右側端部５５Ｒと、開口の左側端を形成する開口左側端部５５Ｌとを備える。前
枠５０は、開口部５５によって形成される開口に嵌め込まれた透明板５１を備える。これ
によって、パチンコ機１０の遊技者は、透明板５１を通じて遊技盤４０を見ることができ
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る。本実施形態では、透明板５１は、板ガラスである。
【００１８】
　前枠５０は、更に、スピーカ５２と、装飾ランプ５３と、発射ハンドル６１と、上皿６
２と、下皿６３とを備える。スピーカ５２は、遊技進行に応じて音を出力する。装飾ラン
プ５３は、遊技進行に応じて発光する。発射ハンドル６１は、遊技球を遊技盤４０へと発
射する操作入力を遊技者から受け付ける。上皿６２は、払出装置３３から払い出された遊
技球を受け入れるとともに、遊技盤４０へと発射される遊技球を保持する。下皿６３は、
上皿６２から溢れた遊技球を保持する。
【００１９】
　パチンコ機１０の遊技盤４０は、盤面４１と、ガイドレール４２ａ，４２ｂと、複数の
遊技釘４３と、センターケース４４と、普通入賞口４５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５ｄと、
普通図柄作動ゲート４６と、第１始動口４７と、第２始動口４８と、大入賞口４９とを備
える。遊技盤４０は、更に、普通図柄表示装置７１と、普通図柄保留数表示装置７２と、
第１特別図柄表示装置７３と、第１特別図柄保留数表示装置７４と、第２特別図柄表示装
置７５と、第２特別図柄保留数表示装置７６と、演出図柄表示装置７８とを備える。
【００２０】
　遊技盤４０の盤面４１は、パチンコ機１０の正面を向いた面である。遊技盤４０のガイ
ドレール４２ａ，４２ｂは、盤面４１の中央を円形状に取り囲むことによって、略円形を
成す遊技領域ＧＡを形成する。遊技盤４０における複数の遊技釘４３は、盤面４１に植設
され、遊技領域ＧＡを流れる遊技球の通路を形成する。複数の遊技釘４３は、回転部材を
有する風車釘４３Ｗを含む。遊技釘４３の詳細については後述する。
【００２１】
　遊技盤４０のセンターケース４４は、遊技領域ＧＡの中央部に設けられた部材である。
センターケース４４は、遊技領域ＧＡを流れる遊技球の通路を形成する。センターケース
４４の中央部には、演出図柄表示装置７８が設けられている。演出図柄表示装置７８は、
遊技進行に応じた疑似演出として演出図柄を表示する。本実施形態では、演出図柄表示装
置７８は、液晶表示装置である。
【００２２】
　遊技盤４０の普通入賞口４５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５ｄは、遊技領域ＧＡの下方部に
設けられ、遊技球を受け入れる入賞口である。遊技盤４０の普通図柄作動ゲート４６は、
遊技領域ＧＡに設けられ、普通図柄表示装置７１を作動させる契機となる遊技球の通過を
検知する。遊技盤４０の第１始動口４７は、遊技領域ＧＡに設けられ、第１特別図柄表示
装置７３を作動させる契機となる遊技球の通過を検知する。遊技盤４０の第２始動口４８
は、遊技領域ＧＡに設けられ、第２特別図柄表示装置７５を作動させる契機となる遊技球
の通過を検知する。第２始動口４８は、普通図柄表示装置７１における図柄の表示結果に
応じて、遊技球が入賞可能になる入賞口である。遊技盤４０の大入賞口４９は、第１特別
図柄表示装置７３および第２特別図柄表示装置７５における図柄の表示結果に応じて、遊
技球が入賞可能になる入賞口である。
【００２３】
　図４は、遊技盤４０における遊技釘４３の配置を示す拡大図である。遊技盤４０におけ
る複数の遊技釘４３は、最も近くに位置する他の遊技釘４３から遊技球が通過可能な間隔
を置いて遊技盤４０に植設された遊技釘４３Ｓを含む。遊技盤４０における複数の遊技釘
４３は、遊技球が通過できない間隔で他の遊技釘４３と列４３Ｌを成して遊技盤４０に植
設された遊技釘４３を含む。遊技盤４０において列４３Ｌを成す複数の遊技釘４３は、列
４３Ｌの端部に位置する遊技釘４３Ｔと、列４３Ｌの屈曲部に位置する遊技釘４３Ｃとを
含む。
【００２４】
　図５は、盤面４１に植設された遊技釘４３の一例を示す説明図である。図５（ａ）は、
正面から見た遊技釘４３の一例を示す。図５（ｂ）は、右側面から見た遊技釘４３の一例
を示す。遊技釘４３は、頭部４３ｈと、胴部４３ｂと、先端部４３ｔとを有する。
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【００２５】
　遊技釘４３の頭部４３ｈは、遊技釘４３に両端のうち盤面４１から突出する側の端部を
構成する。本実施形態では、頭部４３ｈは、胴部４３ｂの断面より大きな傘状を成す。他
の実施形態では、頭部４３ｈは、胴部４３ｂの断面と同じ大きさであってもよいし、胴部
４３ｂの断面より小さくてもよい。
【００２６】
　遊技釘４３の胴部４３ｂは、頭部４３ｈと先端部４３ｔとの間において円柱状を成す部
位である。胴部４３ｂのうち先端部４３ｔ側の部位は、盤面４１の奥に埋没する。遊技釘
４３が盤面４１に植設された状態において、胴部４３ｂのうち盤面４１に接触する部位は
、遊技盤４０に接続する接続部４３ｐを構成する。
【００２７】
　遊技釘４３の先端部４３ｔは、遊技釘４３に両端のうち盤面４１に埋没する側の端部を
構成する。先端部４３ｔは、先細り形状を成す。
【００２８】
　遊技釘４３は、盤面４１に対して略垂直に植設されている。遊技釘４３が盤面４１に対
して傾斜する傾斜方向ＶＣおよび傾斜角度ＡＧは、盤面４１における位置に応じた値で設
計されている。傾斜方向ＶＣは、上方向を基準とする時計方向によって規定できる。本実
施形態では、傾斜方向ＶＣは、０時から３時までの方向と、９時から１２時までの方向と
のの範囲に設定されている。傾斜角度ＡＧは、盤面４１に対する垂線ＰＬとの角度によっ
て規定できる。本実施形態では、傾斜角度ＡＧは、０°から９°までの角度の範囲に設定
されている。
【００２９】
　頭部基準位置ＲＰｈは、遊技盤４０に対する遊技釘４３の基準位置のうち、遊技盤４０
に対する頭部４３ｈの基準位置である。頭部基準位置ＲＰｈは、遊技釘４３ごとに、傾斜
方向ＶＣおよび傾斜角度ＡＧの各設計値に応じて定まる。
【００３０】
　植設基準位置ＲＰｐは、遊技盤４０に対する遊技釘４３の基準位置のうち、遊技盤４０
に対する接続部４３ｐの基準位置である。植設基準位置ＲＰｐは、遊技釘４３ごとに、遊
技盤４０に対して遊技釘４３を植設する設計位置に応じて定まる。
【００３１】
　図６は、検査器具１００の構成を示す説明図である。図６（ａ）は、正面から見た検査
器具１００の構成を示す。図６（ｂ）は、右側面から見た検査器具１００を示す。検査器
具１００は、パチンコ機１０の遊技釘４３を検査可能に構成された器具である。検査器具
１００は、板状部１１０と、目印１２０と、突出部１３０とを備える。
【００３２】
　検査器具１００の板状部１１０は、透明な板状を成す。本実施形態では、板状部１１０
は、アクリル樹脂製であってもよいし、非晶性ポリエステル（ＰＥＴ）製であってもよい
し、ポリカーボネイト製であってもよいし、塩化ビニル製であってもよい。
【００３３】
　板状部１１０は、前枠５０の開口部５５によって形成される開口に嵌り合う外周形状を
成す。板状部１１０は、板状部１１０の外周形状を構成する部位として、下端部１０１と
、上端部１０２と、右側端部１０３と、左側端部１０４とを有する。板状部１１０の下端
部１０１は、前枠５０の開口下端部５５Ｄに係合可能な形状を成す。板状部１１０の上端
部１０２は、前枠５０の開口上端部５５Ｕに係合可能な形状を成す。板状部１１０の右側
端部１０３は、前枠５０の開口右側端部５５Ｒに係合可能な形状を成す。板状部１１０の
左側端部１０４は、前枠５０の開口左側端部５５Ｌに係合可能な形状を成す。これによっ
て、板状部１１０の外周形状を構成する各部位は、板状部１１０をパチンコ機１０に対し
て位置決めする位置決め部として機能する。
【００３４】
　検査器具１００の目印１２０は、板状部１１０に形成され、遊技盤４０に対する遊技釘
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４３の基準位置として、遊技釘４３の頭部４３ｈの基準位置である頭部基準位置ＲＰｈを
示す。目印１２０は、板状部１１０が前枠５０に嵌り合った状態で板状部１１０を通して
遊技盤４０を見た場合に、頭部基準位置ＲＰｈにある遊技釘４３の頭部４３ｈと重なる部
位に形成されている。
【００３５】
　目印１２０は、頭部基準位置ＲＰｈに対応する部位に描かれ図形である。本実施形態で
は、目印１２０は、遊技釘４３の頭部４３ｈの直径より一回り大きな円形のマークである
。他の実施形態では、目印１２０は、点状のマークであってもよいし、十字状のマークで
あってもよい。
【００３６】
　本実施形態では、目印１２０は、遊技盤４０に植設された複数の遊技釘４３うち、全て
の遊技釘４３の基準位置を示す。他の実施形態では、目印１２０は、遊技盤４０に植設さ
れた複数の遊技釘４３のうち、一部の遊技釘４３の基準位置を示してもよい。本実施形態
では、目印１２０は、風車釘４３Ｗの基準位置を示す目印１２０Ｗを含む。本実施形態で
は、目印１２０Ｗは、遊技釘４３の頭部４３ｈより一回り大きな円形のマークと、風車釘
４３Ｗの全体形状より一回り大きな円形のマークとを含む。
【００３７】
　検査器具１００の突出部１３０は、板状部１１０から正面側に突出した部位である。突
出部１３０は、板状部１１０を位置決めする際に、パチンコ機１０を検査する検査者が突
出部１３０を指先で挟み持つことが可能に構成されている。
【００３８】
　図７は、パチンコ機１０における遊技釘４３を検査する検査方法を示す工程図である。
パチンコ機１０を検査する検査者は、まず、検査器具１００を用意する（行程Ｐ１１０）
。
【００３９】
　検査器具１００を用意した後、検査者は、パチンコ機１０に設けられた位置決め手段を
用いて、遊技盤４０の前面側に検査器具１００を位置決めする（行程Ｐ１２０）。本実施
形態では、検査者は、パチンコ機１０に設けられた位置決め手段として、前枠５０の開口
部５５を用いて、検査器具１００の板状部１１０を前枠５０に係合させることによって、
遊技盤４０の前面側に検査器具１００を位置決めする。
【００４０】
　検査器具１００を位置決めした後、検査者は、遊技盤４０の前面側に位置決めされた検
査器具１００における目印１２０と、遊技盤４０における遊技釘４３との位置関係に応じ
て、遊技盤４０に対する遊技釘４３の位置が基準を満たすか否かを検査する（行程Ｐ１３
０）。
【００４１】
　図８は、検査器具１００の目印１２０と遊技盤４０の遊技釘４３との位置関係を比較す
る様子の一例を示す説明図である。図８（ａ）は、正面から見た検査器具１００と遊技釘
４３との一例を示す。図８（ｂ）は、右側面から見た検査器具１００と遊技釘４３との一
例を示す。本実施形態では、検査器具１００の板状部１１０は、透明板５１に隣接する状
態で位置決めされる。
【００４２】
　検査者は、盤面４１の垂線ＰＬと平行な観察方向ＶＤから、検査器具１００を通して遊
技釘４３を観察する。本実施形態では、検査者は、円形のマークである目印１２０の内側
に遊技釘４３の頭部４３ｈの全体が収まる位置関係にある場合、遊技盤４０に対する遊技
釘４３の位置が基準を満たすと判断する。検査者は、円形のマークである目印１２０の外
側に遊技釘４３の頭部４３ｈの少なくとも一部がはみ出る位置関係にある場合、遊技盤４
０に対する遊技釘４３の位置が基準を満たしていないと判断する。
【００４３】
　以上説明した第１実施形態によれば、パチンコ機１０の透明板５１および開口部５５は



(8) JP 2018-149178 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

、検査器具１００を通して遊技盤４０を見た場合に基準位置にある遊技釘４３が検査器具
１００の目印１２０と重なる位置に検査器具１００を位置決め可能に構成された位置決め
手段として機能する。これによって、検査器具１００を通して遊技盤４０を見た場合に検
査器具１００の目印１２０が遊技釘４３の基準位置と重なる位置へと、検査器具１００を
位置決めできる。そのため、パチンコ機１０に位置決めした検査器具１００を通して検査
器具１００の目印１２０と遊技釘４３との重なり具合を確認することによって、遊技釘４
３の状態を容易に検査できる。
【００４４】
　また、目印１２０は、遊技釘４３の頭部基準位置ＲＰｈを示すため、検査器具１００の
目印１２０と遊技釘４３の頭部４３ｈとの重なり具合を確認することによって、遊技釘４
３の頭部４３ｈの位置を容易に検査できる。
【００４５】
　また、パチンコ機１０の開口部５５は、検査器具１００の板状部１１０に係合する係合
部として機能する。したがって、開口部５５により検査器具１００を係合することによっ
て、位置決めした状態に検査器具１００を保持できる。
【００４６】
　また、パチンコ機１０の開口部５５は、前枠５０における透明板５１の周囲に形成され
た位置決め手段として機能する。これによって、前枠５０の構造を用いて検査器具１００
を位置決めできる。また、前枠５０を閉めた状態で検査器具１００を用いて遊技釘４３の
状態を検査できる。
【００４７】
Ｂ．第２実施形態
　図９は、第２実施形態における検査器具１００Ｂと遊技盤４０の遊技釘４３との位置関
係を比較する様子の一例を示す説明図である。図９（ａ）は、正面から見た検査器具１０
０Ｂと遊技釘４３との一例を示す。図９（ｂ）は、右側面から見た検査器具１００Ｂと遊
技釘４３との一例を示す。第２実施形態のパチンコ機１０は、第１実施形態と同様である
。
【００４８】
　第２実施形態の検査器具１００Ｂは、目印１２０に代えて目印１２２を備える点を除き
、第１実施形態の検査器具１００と同様である。検査器具１００Ｂの目印１２２は、板状
部１１０に形成され、遊技盤４０に対する遊技釘４３の基準位置として、遊技釘４３の接
続部４３ｐの基準位置である植設基準位置ＲＰｐを示す。目印１２２は、板状部１１０が
前枠５０に嵌り合った状態で板状部１１０を通して遊技盤４０を見た場合に、植設基準位
置ＲＰｐにある遊技釘４３の接続部４３ｐと重なる部位に形成されている。
【００４９】
　目印１２２は、植設基準位置ＲＰｐに対応する部位に描かれた図形である。本実施形態
では、目印１２２は、遊技釘４３の胴部４３ｂの直径より一回り大きな円形のマークであ
る。他の実施形態では、目印１２２は、点状のマークであってもよいし、十字状のマーク
であってもよい。
【００５０】
　本実施形態では、目印１２２は、遊技盤４０に植設された複数の遊技釘４３うち、全て
の遊技釘４３の基準位置を示す。他の実施形態では、目印１２２は、遊技盤４０に植設さ
れた複数の遊技釘４３のうち、一部の遊技釘４３の基準位置を示してもよい。
【００５１】
　検査者は、盤面４１の垂線ＰＬと平行な観察方向ＶＤから、検査器具１００Ｂを通して
遊技釘４３を観察する。本実施形態では、検査者は、円形のマークである目印１２２の内
側に遊技釘４３の接続部４３ｐの全体が収まる位置関係にある場合、遊技盤４０に対する
遊技釘４３の位置が基準を満たすと判断する。検査者は、円形のマークである目印１２２
の外側に遊技釘４３の接続部４３ｐの少なくとも一部がはみ出る位置関係にある場合、遊
技盤４０に対する遊技釘４３の位置が基準を満たしていないと判断する。
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【００５２】
　以上説明した第２実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決
めした検査器具１００Ｂを通して検査器具１００Ｂの目印１２２と遊技釘４３との重なり
具合を確認することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。
【００５３】
　また、目印１２２は、遊技釘４３の植設基準位置ＲＰｐを示すため、検査器具１００Ｂ
の目印１２２と遊技釘４３の接続部４３ｐとの重なり具合を確認することによって、遊技
釘４３の接続部４３ｐの位置を容易に検査できる。
【００５４】
Ｃ．第３実施形態
　図１０は、第３実施形態における検査器具１００Ｃと遊技盤４０の遊技釘４３との位置
関係を比較する様子の一例を示す説明図である。図１０（ａ）は、正面から見た検査器具
１００Ｃと遊技釘４３との一例を示す。図１０（ｂ）は、右側面から見た検査器具１００
Ｃと遊技釘４３との一例を示す。第３実施形態のパチンコ機１０は、第１実施形態と同様
である。
【００５５】
　第３実施形態の検査器具１００Ｃは、目印１２０に加えて目印１２２を備える点を除き
、第１実施形態の検査器具１００と同様である。検査器具１００Ｃの目印１２０は、第１
実施形態と同様であり、遊技釘４３の頭部４３ｈの基準位置である頭部基準位置ＲＰｈを
示す第１の図形である。検査器具１００Ｃの目印１２２は、第２実施形態と同様であり、
遊技釘４３の接続部４３ｐの基準位置である植設基準位置ＲＰｐを示す第２の図形である
。目印１２０と目印１２２とは、それぞれ異なる色であってもよいし、一方が円形のマー
クであって、他方が点状または十字状のマークであってもよい。
【００５６】
　本実施形態では、検査器具１００Ｃの目印１２０および目印１２２は、遊技盤４０に植
設された複数の遊技釘４３うち、全ての遊技釘４３の基準位置を示す。他の実施形態では
、検査器具１００Ｃの目印１２０および目印１２２は、遊技盤４０に植設された複数の遊
技釘４３のうち、一部の遊技釘４３の基準位置を示してもよい。検査器具１００Ｃにおい
て、植設基準位置ＲＰｐを示す目印１２２のうち、頭部基準位置ＲＰｈを示す目印１２０
と重なる位置関係にある目印１２２は、板状部１１０に描かれていなくてもよい。
【００５７】
　以上説明した第３実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決
めした検査器具１００Ｃを通して検査器具１００Ｃの目印１２０および目印１２２と遊技
釘４３との重なり具合を確認することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。
【００５８】
　また、目印１２０は、遊技釘４３の頭部基準位置ＲＰｈを示すため、検査器具１００Ｃ
の目印１２０と遊技釘４３の頭部４３ｈとの重なり具合を確認することによって、遊技釘
４３の頭部４３ｈの位置を容易に検査できる。
【００５９】
　また、目印１２２は、遊技釘４３の植設基準位置ＲＰｐを示すため、検査器具１００Ｃ
の目印１２２と遊技釘４３の接続部４３ｐとの重なり具合を確認することによって、遊技
釘４３の接続部４３ｐの位置を容易に検査できる。
【００６０】
Ｄ．第４実施形態
　図１１は、第４実施形態における検査器具１００Ｄと遊技盤４０の遊技釘４３との位置
関係を比較する様子の一例を示す説明図である。図１１（ａ）は、正面から見た検査器具
１００Ｄと遊技釘４３との一例を示す。図１１（ｂ）は、右側面から見た検査器具１００
Ｄと遊技釘４３との一例を示す。第４実施形態のパチンコ機１０は、第１実施形態と同様
である。
【００６１】
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　第４実施形態の検査器具１００Ｄは、目印１２０に代えて目印１２０Ｄを備える点を除
き、第１実施形態の検査器具１００と同様である。検査器具１００の目印１２０Ｄは、頭
部基準位置ＲＰｈに対応する部位に形成された孔である点を除き、第１実施形態の目印１
２０と同様である。本実施形態では、目印１２０Ｄは、遊技釘４３の頭部４３ｈの直径よ
り一回り大きな円形の孔である。本実施形態では、検査器具１００Ｄの板状部１１０は、
不透明であってもよい。
【００６２】
　検査者は、盤面４１の垂線ＰＬと平行な観察方向ＶＤから、検査器具１００Ｄを通して
遊技釘４３を観察する。本実施形態では、検査者は、円形の孔である目印１２０Ｄの内側
に遊技釘４３の頭部４３ｈの全体が収まる位置関係にある場合、遊技盤４０に対する遊技
釘４３の位置が基準を満たすと判断する。検査者は、円形の孔である目印１２０Ｄの外側
に遊技釘４３の頭部４３ｈの少なくとも一部がはみ出る位置関係にある場合、遊技盤４０
に対する遊技釘４３の位置が基準を満たしていないと判断する。
【００６３】
　以上説明した第４実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決
めした検査器具１００Ｄを通して検査器具１００Ｄの目印１２０Ｄと遊技釘４３との重な
り具合を確認することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。
【００６４】
　また、目印１２０Ｄは、遊技釘４３の頭部基準位置ＲＰｈを示すため、検査器具１００
Ｄの目印１２０Ｄと遊技釘４３の頭部４３ｈとの重なり具合を確認することによって、遊
技釘４３の頭部４３ｈの位置を容易に検査できる。
【００６５】
Ｅ．第５実施形態
　図１２は、第５実施形態における検査器具１００Ｅと遊技盤４０の遊技釘４３との位置
関係を比較する様子の一例を示す説明図である。図１２（ａ）は、正面から見た検査器具
１００Ｅと遊技釘４３との一例を示す。図１２（ｂ）は、右側面から見た検査器具１００
Ｅと遊技釘４３との一例を示す。第５実施形態のパチンコ機１０は、第１実施形態と同様
である。
【００６６】
　第５実施形態の検査器具１００Ｅは、目印１２０Ｄに加えて目印１２２を備える点を除
き、第４実施形態の検査器具１００Ｄと同様である。検査器具１００Ｅの目印１２０Ｄは
、第４実施形態と同様であり、遊技釘４３の頭部４３ｈの基準位置である頭部基準位置Ｒ
Ｐｈを示す孔である。検査器具１００Ｃの目印１２２は、第２実施形態と同様であり、遊
技釘４３の接続部４３ｐの基準位置である植設基準位置ＲＰｐを示す図形である。
【００６７】
　本実施形態では、検査器具１００Ｅの目印１２０Ｄは、遊技盤４０に植設された複数の
遊技釘４３うち、全ての遊技釘４３の基準位置を示す。他の実施形態では、検査器具１０
０Ｅの目印１２０Ｄは、遊技盤４０に植設された複数の遊技釘４３のうち、一部の遊技釘
４３の基準位置を示してもよい。本実施形態では、検査器具１００Ｅにおいて、植設基準
位置ＲＰｐを示す目印１２２のうち、頭部基準位置ＲＰｈを示す目印１２０Ｄと重なる位
置関係にある目印１２２は、板状部１１０に描かれていない。
【００６８】
　以上説明した第５実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決
めした検査器具１００Ｅを通して検査器具１００Ｅの目印１２０Ｄおよび目印１２２と遊
技釘４３との重なり具合を確認することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる
。
【００６９】
　また、目印１２０Ｄは、遊技釘４３の頭部基準位置ＲＰｈを示すため、検査器具１００
Ｅの目印１２０Ｄと遊技釘４３の頭部４３ｈとの重なり具合を確認することによって、遊
技釘４３の頭部４３ｈの位置を容易に検査できる。
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【００７０】
　また、目印１２２は、遊技釘４３の植設基準位置ＲＰｐを示すため、検査器具１００Ｅ
の目印１２２と遊技釘４３の接続部４３ｐとの重なり具合を確認することによって、遊技
釘４３の接続部４３ｐの位置を容易に検査できる。
【００７１】
Ｆ．第６実施形態
　図１３は、第６実施形態における前枠５０に検査器具１００を取り付けた様子を示す説
明図である。第６実施形態のパチンコ機１０は、前枠５０の開口下端部５５Ｄに段部５５
ｓを有する点を除き、第１実施形態と同様である。前枠５０の段部５５ｓは、検査器具１
００の下端部１０１を受け入れ可能な重力方向に窪んだ溝を形成する。このように、段部
５５ｓは、検査器具１００を支持する支持部として機能する。
【００７２】
　以上説明した第６実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決
めした検査器具１００を通して検査器具１００の目印１２０と遊技釘４３との重なり具合
を確認することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。また、段部５５ｓによ
り検査器具１００を支持することによって、位置決めした状態に検査器具１００を保持で
きる。
【００７３】
Ｇ．第７実施形態
　図１４は、第７実施形態における前枠５０に検査器具１００を取り付けた様子を示す説
明図である。第７実施形態のパチンコ機１０は、前枠５０の開口上端部５５Ｕにバネ部材
５５ｐを有する点を除き、第１実施形態と同様である。前枠５０のバネ部材５５ｐは、検
査器具１００の上端部１０２を透明板５１に向けて押圧可能に構成されている。このよう
に、バネ部材５５ｐは、検査器具１００を挟持する挟持部として機能する。
【００７４】
　以上説明した第７実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決
めした検査器具１００を通して検査器具１００の目印１２０と遊技釘４３との重なり具合
を確認することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。また、バネ部材５５ｐ
によって検査器具を挟持することによって、位置決めした状態に検査器具１００を保持で
きる。
【００７５】
Ｈ．第８実施形態
　図１５は、第８実施形態における検査器具１００Ｈの構成を示す説明図である。図１５
（ａ）は、正面から見た検査器具１００Ｈの構成を示す。図１５（ｂ）は、右側面から見
た検査器具１００Ｈを示す。
【００７６】
　第８実施形態における検査器具１００Ｈは、目印１４０Ｈを備える点を除き、第１実施
形態の検査器具１００と同様である。検査器具１００Ｈの目印１４０Ｈは、パチンコ機１
０に固定された遊技釘４３とは異なる部品に対応する他の目印である。本実施形態では、
目印１４０Ｈは、遊技盤４０の第１始動口４７および第２始動口４８に対応し、第１始動
口４７および第２始動口４８の各外形を示す図形である。
【００７７】
　第８実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決めした検査器
具１００Ｈを通して検査器具１００Ｈの目印１２０と遊技釘４３との重なり具合を確認す
ることによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。また、パチンコ機１０における
遊技釘４３とは異なる部品である第１始動口４７および第２始動口４８と、検査器具１０
０Ｈにおける目印１４０Ｈとを対応させることによって、検査器具１００Ｈを位置決めで
きる。
【００７８】
Ｉ．第９実施形態
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　図１６は、第９実施形態におけるパチンコ機１０Ｉの構成を示す正面図である。図１７
は、第９実施形態における検査器具１００Ｉの構成を示す説明図である。図１７（ａ）は
、正面から見た検査器具１００Ｉの構成を示す。図１７（ｂ）は、右側面から見た検査器
具１００Ｉを示す。
【００７９】
　第９実施形態におけるパチンコ機１０Ｉは、位置決め用目印ＭＤ，ＭＬ，ＭＲ，ＭＵを
備える点を除き、第１実施形態のパチンコ機１０と同様である。位置決め用目印ＭＤ，Ｍ
Ｌ，ＭＲ，ＭＵは、検査器具１００Ｉを位置決め可能に構成された位置決め手段として機
能する。位置決め用目印ＭＤは、前枠５０における開口下端部５５Ｄの中央に描かれた図
形である。位置決め用目印ＭＬは、前枠５０における開口左側端部５５Ｌの中央に描かれ
た図形である。位置決め用目印ＭＲは、前枠５０における開口右側端部５５Ｒの中央に描
かれた図形である。位置決め用目印ＭＵは、前枠５０における開口上端部５５Ｕの中央に
描かれた図形である。
【００８０】
　第９実施形態における検査器具１００Ｉは、目印１５０Ｄ，１５０Ｌ，１５０Ｒ，１５
０Ｕを備える点を除き、第１実施形態の検査器具１００と同様である。目印１５０Ｄは、
検査器具１００Ｉにおける下端部１０１の中央に描かれ、パチンコ機１０Ｉの位置決め用
目印ＭＤに対応する他の目印である。目印１５０Ｌは、検査器具１００Ｉにおける左側端
部１０４の中央に描かれ、パチンコ機１０Ｉの位置決め用目印ＭＬに対応する他の目印で
ある。目印１５０Ｒは、検査器具１００Ｉにおける右側端部１０３の中央に描かれ、パチ
ンコ機１０Ｉの位置決め用目印ＭＲに対応する他の目印である。目印１５０Ｕは、検査器
具１００Ｉにおける上端部１０２の中央に描かれ、パチンコ機１０Ｉの位置決め用目印Ｍ
Ｕに対応する他の目印である。
【００８１】
　第９実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０Ｉに位置決めした検査
器具１００Ｉを通して検査器具１００Ｉの目印１２０と遊技釘４３との重なり具合を確認
することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。また、パチンコ機１０Ｉにお
ける位置決め用目印ＭＤ，ＭＬ，ＭＲ，ＭＵと、検査器具１００Ｉにおける目印１５０Ｄ
，１５０Ｌ，１５０Ｒ，１５０Ｕとを対応させることによって、検査器具１００Ｉを位置
決めできる。
【００８２】
Ｊ．第１０実施形態
　図１８は、第１０実施形態における検査器具１００Ｊの構成を示す説明図である。図１
８（ａ）は、正面から見た検査器具１００Ｊの構成を示す。図１８（ｂ）は、右側面から
見た検査器具１００Ｊを示す。第１０実施形態のパチンコ機１０は、第１実施形態と同様
である。検査器具１００Ｊの構成は、板状部１１０に代えて板状部１１０Ｊを備える点を
除き、第８実施形態の検査器具１００Ｈと同様である。
【００８３】
　検査器具１００Ｊの板状部１１０Ｊは、遊技盤４０に対して直接的に位置決め可能な外
形を有する点を除き、第１実施形態の板状部１１０と同様である。本実施形態では、板状
部１１０Ｊは、遊技盤４０のガイドレール４２ａ，４２ｂの略全域を正面から覆うことが
可能な外形を有する。
【００８４】
　本実施形態では、検査者は、パチンコ機１０に設けられた位置決め手段として、ガイド
レール４２ａ，４２ｂ、ならびに、第１始動口４７および第２始動口４８を用いて、板状
部１１０Ｊをガイドレール４２ａ，４２ｂに押し当てるとともに、目印１４０Ｈを第１始
動口４７および第２始動口４８に対応させることによって、前枠５０を開けた状態で遊技
盤４０の前面側に検査器具１００Ｊを位置決めする。検査器具１００Ｊを位置決めした後
、検査者は、遊技盤４０の前面側に位置決めされた検査器具１００Ｊにおける目印１２０
と、遊技盤４０における遊技釘４３との位置関係に応じて、遊技盤４０に対する遊技釘４
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３の位置が基準を満たすか否かを検査する。
【００８５】
　図１９は、第１０実施形態における検査器具１００Ｊと遊技盤４０の遊技釘４３との位
置関係を比較する様子の一例を示す説明図である。図１９（ａ）は、正面から見た検査器
具１００Ｊと遊技釘４３との一例を示す。図１９（ｂ）は、右側面から見た検査器具１０
０Ｊと遊技釘４３との一例を示す。本実施形態では、検査器具１００Ｊの板状部１１０Ｊ
は、ガイドレール４２ａ，４２ｂに隣接する状態で位置決めされる。
【００８６】
　第１０実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決めした検査
器具１００Ｊを通して検査器具１００Ｊの目印１２０と遊技釘４３との重なり具合を確認
することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。また、パチンコ機１０におけ
る遊技釘４３とは異なる部品である第１始動口４７および第２始動口４８と、検査器具１
００Ｊにおける目印１４０Ｈとを対応させることによって、検査器具１００Ｊを位置決め
できる。
【００８７】
　また、遊技盤４０のガイドレール４２ａ，４２ｂは、遊技盤４０に形成された位置決め
手段として機能する。これによって、遊技盤４０の構造を用いて検査器具１００Ｊを位置
決めできる。
【００８８】
Ｋ．第１１実施形態
　図２０は、第１１実施形態における検査器具１００Ｋの構成を示す説明図である。図２
０（ａ）は、正面から見た検査器具１００Ｋの構成を示す。図２０（ｂ）は、右側面から
見た検査器具１００Ｋを示す。第１１実施形態のパチンコ機１０は、第１実施形態と同様
である。検査器具１００Ｋは、パチンコ機１０の遊技釘４３を検査可能に構成された器具
である。検査器具１００は、板状部１１０Ｋと、目印１２０Ｋと、突出部１３０Ｋと、目
印１６０と、突出部１７０とを備える。
【００８９】
　検査器具１００Ｋの板状部１１０Ｋは、遊技盤４０の遊技領域ＧＡに嵌り合う外形を有
する点を除き、第１実施形態の板状部１１０と同様である。本実施形態では、板状部１１
０Ｋは、遊技領域ＧＡの下方の一部に嵌り合う外形を有する。
【００９０】
　検査器具１００Ｋの目印１２０Ｋは、遊技釘４３の頭部４３ｈが嵌ることが可能に構成
された点を除き、第４実施形態の目印１２０Ｄと同様である。本実施形態では、目印１２
０Ｋは、遊技盤４０に植設された複数の遊技釘４３うち、遊技領域ＧＡの下方に植設され
た一部の遊技釘４３の基準位置を示す。目印１２０Ｋは、風車釘４３Ｗが嵌ることが可能
に構成された目印１２０ＫＷを含む。
【００９１】
　検査器具１００Ｋの突出部１３０Ｋは、板状部１１０Ｋから正面側に突出した部位であ
る。突出部１３０Ｋは、板状部１１０Ｋを位置決めする際に、検査者が突出部１３０Ｋを
指先で挟み持つことが可能に構成されている。
【００９２】
　検査器具１００Ｋの目印１６０は、パチンコ機１０に固定された遊技釘４３とは異なる
部品に対応する他の目印である。目印１６０は、遊技盤４０の第１始動口４７、第２始動
口４８および普通入賞口４５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５ｄに対応し、各部材に嵌り合うこ
とが可能に構成された孔である。目印１６０は、板状部１１０Ｋをパチンコ機１０に対し
て位置決めする位置決め部として機能する。本実施形態では、遊技盤４０の第１始動口４
７、第２始動口４８および普通入賞口４５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５ｄは、検査器具１０
０Ｋを位置決め可能に構成された位置決め手段として機能する。
【００９３】
　検査器具１００Ｋの突出部１７０は、板状部１１０Ｋから背面側に突出した部位である
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。突出部１７０は、遊技盤４０の盤面４１に接触することによって、板状部１１０Ｋと盤
面４１との間隔を位置決めする位置決め部として機能する。本実施形態では、遊技盤４０
の盤面４１は、検査器具１００Ｋを位置決め可能に構成された位置決め手段として機能す
る。
【００９４】
　本実施形態では、検査者は、パチンコ機１０に設けられた位置決め手段として、遊技盤
４０の第１始動口４７、第２始動口４８および普通入賞口４５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５
ｄ、ならびに、盤面４１を用いて、目印１６０を第１始動口４７、第２始動口４８および
普通入賞口４５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５ｄに嵌め合わせるとともに、突出部１７０を盤
面４１に押し当てることによって、前枠５０を開けた状態で遊技盤４０の前面側に検査器
具１００Ｋを位置決めする。検査器具１００Ｋを位置決めした後、検査者は、遊技盤４０
の前面側に位置決めされた検査器具１００Ｋにおける目印１２０Ｋと、遊技盤４０におけ
る遊技釘４３の頭部４３ｈとの嵌り具合に応じて、遊技盤４０に対する遊技釘４３の位置
が基準を満たすか否かを検査する。
【００９５】
　図２１は、第１１実施形態における検査器具１００Ｋと遊技盤４０の遊技釘４３との位
置関係を比較する様子の一例を示す説明図である。図２１（ａ）は、正面から見た検査器
具１００Ｋと遊技釘４３との一例を示す。図２１（ｂ）は、右側面から見た検査器具１０
０Ｋと遊技釘４３との一例を示す。検査器具１００Ｋは、頭部基準位置ＲＰｈにある遊技
釘４３の頭部４３ｈが検査器具１００Ｋの目印１２０Ｋに嵌る位置に位置決めされる。
【００９６】
　第１１実施形態によれば、第１実施形態と同様に、パチンコ機１０に位置決めした検査
器具１００Ｋを通して検査器具１００Ｋの目印１２０Ｋと遊技釘４３との重なり具合を確
認することによって、遊技釘４３の状態を容易に検査できる。また、パチンコ機１０に位
置決めした検査器具１００Ｋの目印１２０Ｋに対する遊技釘４３の頭部４３ｈの嵌り具合
を確認することによって、遊技釘４３における頭部４３ｈの位置を容易に検査できる。
【００９７】
　また、遊技盤４０の第１始動口４７、第２始動口４８および普通入賞口４５ａ，４５ｂ
，４５ｃ，４５ｄ、ならびに、盤面４１は、遊技盤４０に形成された位置決め手段として
機能する。これによって、遊技盤４０の構造を用いて検査器具１００Ｋを位置決めできる
。
【００９８】
　また、一部の遊技釘４３に絞って検査できるため、遊技釘４３の状態をいっそう容易に
検査できる。例えば、複数の遊技釘４３の中から、遊技釘４３Ｃ，４３Ｓ，４３Ｔのよう
に（図４を参照）、遊技球４３の動きに与える影響度が比較的に高い遊技釘４３を、検査
対象の遊技釘４３として選定してもよい。
【００９９】
Ｌ．他の実施形態
　本明細書に開示する技術は、上述した実施形態、実施例および変形例に限られず、その
趣旨を逸脱しない範囲において種々の構成で実現できる。例えば、上述した実施形態、実
施例および変形例における技術的特徴のうち、発明の概要の欄に記載した各形態における
技術的特徴に対応するものは、上述の課題の一部または全部を解決するために、あるいは
、上述の効果の一部または全部を達成するために、適宜、差し替えおよび組み合わせるこ
とができる。また、本明細書中に必須なものとして説明されていない技術的特徴について
は、適宜、削除できる。
【０１００】
　パチンコ機は、検査器具を保持する保持手段として、検査器具を係合する係合手段と、
検査器具を挟持する挟持手段と、検査器具を支持する支持手段との少なくとも１つを備え
てもよい。検査器具を保持する保持手段は、内枠３０と、遊技盤４０と、前枠５０との少
なくとも１つに設けられていてもよい。



(15) JP 2018-149178 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

【０１０１】
　パチンコ機は、内枠３０の構成と、遊技盤４０の構成と、前枠５０の構成との少なくと
も１つを、検査器具を位置決めする位置決め手段として機能可能に構成されていてもよい
。パチンコ機は、内枠３０と、遊技盤４０と、前枠５０との少なくとも１つに、検査器具
を位置決めする位置決め手段を備えてもよい。検査器具を位置決めする位置決め手段は、
内枠３０における遊技盤４０の周囲の少なくとも一部に形成されていてもよい。検査器具
を位置決めする位置決め手段は、遊技盤４０に設けられた遊技釘４３とは異なる部材であ
ってもよく、例えば、ガイドレール４２ａ，４２ｂ、センターケース４４、普通図柄作動
ゲート４６、第１始動口４７、第２始動口４８、普通入賞口４５ａ～４５ｄおよび大入賞
口４９の少なくとも１つであってもよい。検査器具を位置決めする位置決め手段は、検査
器具を保持する保持手段を兼ねていてもよい。
　なお、遊技盤４０上のガイドレール４２ａ，４２ｂ、センターケース４４、普通図柄作
動ゲート４６、第１始動口４７、第２始動口４８、普通入賞口４５ａ～４５ｄ又は大入賞
口４９の全部又は1部を突出させた形状、全部又は1部を他と相違させた色とし、遊技盤４
０上の位置決め手段としても良い。例えば、第２始動口４８の輪郭の色を他の大入賞口４
９等の輪郭の色と相違させる、或いは第２始動口４８の輪郭の１部の色を残りの輪郭の色
と相違させることが考えられる。この遊技盤４０上の位置決め手段と、検査器具１００上
に表わされた目印とを一致させて位置決めを行なうことができる。
【０１０２】
　第２実施形態から第１０実施形態まで少なくとも一部の構成は、第１１実施形態および
第１２実施形態に適用できる。例えば、第２実施形態の目印１２２は、第１１実施形態の
検査器具１００Ｊおよび第１２実施形態の検査器具１００Ｋに適用できる。また、第４実
施形態の目印１２０Ｄは、第１１実施形態の検査器具１００Ｊに適用できる。
【０１０３】
（１）一形態における検査器具は、遊技釘を植設した遊技盤を備える弾球遊技機を検査可
能に構成されている。この検査器具は、板状を成す板状部と；前記板状部に形成され、前
記遊技盤に対する前記遊技釘の基準位置を示す目印と；前記板状部を通して前記遊技盤を
見た場合に前記基準位置にある前記遊技釘が前記目印と重なる位置に、前記板状部を前記
弾球遊技機に対して位置決めする位置決め部とを備えてもよい。この検査器具によれば、
検査器具を通して遊技盤を見た場合に検査器具の目印が遊技釘の基準位置と重なる位置へ
と、弾球遊技機に対して容易に位置決めできる。そのため、弾球遊技機に位置決めした検
査器具を通して検査器具の目印と遊技釘との重なり具合を確認することによって、遊技釘
の状態を容易に検査できる。
【０１０４】
（２）上記形態の検査器具において、前記目印は、前記基準位置のうち前記遊技釘の頭部
の基準位置である頭部基準位置に対応する部位に形成された孔を含み；前記位置決め部は
、前記基準位置にある前記遊技釘が前記孔に嵌る位置に、前記板状部を前記弾球遊技機に
対して位置決めしてもよい。この検査器具によれば、弾球遊技機に位置決めした検査器具
の孔に対する遊技釘の頭部の嵌り具合を確認することによって、遊技釘における頭部の位
置を容易に検査できる。
【０１０５】
（３）上記形態の検査器具において、前記目印は、前記基準位置のうち前記遊技釘の頭部
の基準位置である頭部基準位置に対応する部位に形成された孔を含み；前記位置決め部は
、前記板状部を通して前記遊技盤を見た場合に前記基準位置にある前記遊技釘が前記孔と
重なる位置に、前記板状部を前記弾球遊技機に対して位置決めしてもよい。この検査器具
によれば、弾球遊技機に位置決めした検査器具を通して検査器具の孔と遊技釘の頭部との
重なり具合を確認することによって、遊技釘における頭部の位置を容易に検査できる。
【０１０６】
（４）上記形態の検査器具において、前記板状部は、透明な板状を成し；前記目印は、前
記基準位置のうち前記遊技釘における前記遊技盤との接続部の基準位置である植設基準位



(16) JP 2018-149178 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

置に対応する部位に描かれた図形を含んでもよい。この検査器具によれば、弾球遊技機に
位置決めした検査器具を通して検査器具の図形と遊技釘の接続部との重なり具合を確認す
ることによって、遊技釘における接続部の位置を容易に検査できる。
【０１０７】
（５）上記形態の検査器具において、前記板状部は、透明な板状を成し；前記目印は、前
記基準位置のうち前記遊技釘の頭部の基準位置である頭部基準位置に対応する部位に描か
れた第１の図形と；前記基準位置のうち前記遊技釘における前記遊技盤との接続部の基準
位置である植設基準位置に対応する部位に、前記第１の図形とは異なる態様で描かれた第
２の図形とを含んでもよい。この検査器具によれば、弾球遊技機に位置決めした検査器具
を通して、検査器具の第１の図形と遊技釘の頭部との重なり具合、ならびに、検査器具の
第２の図形と遊技釘の接続部との重なり具合を確認することによって、遊技釘における頭
部および接続部の位置を容易に検査できる。
【０１０８】
（６）上記形態の検査器具において、前記位置決め部は、前記弾球遊技機に係合可能に構
成されてもよい。この検査器具によれば、弾球遊技機に係合されることによって、弾球遊
技機に対して位置決めした状態を維持できる。
【０１０９】
（７）上記形態の検査器具において、前記位置決め部は、前記弾球遊技機に挟持可能に構
成されてもよい。この検査器具によれば、弾球遊技機に挟持されることによって、弾球遊
技機に対して位置決めした状態を維持できる。
【０１１０】
（８）上記形態の検査器具において、前記位置決め部は、前記弾球遊技機に支持可能に構
成されてもよい。この検査器具によれば、弾球遊技機に支持されることによって、弾球遊
技機に対して位置決めした状態を維持できる。
【０１１１】
（９）上記形態の検査器具において、前記位置決め部は、前記目印とは異なる他の目印を
含み；前記他の目印は、前記弾球遊技機に形成された位置決め用目印に対応することによ
って、前記板状部を前記弾球遊技機に対して位置決めしてもよい。この検査器具によれば
、弾球遊技機における位置決め用目印と、検査器具における他の目印とを対応させること
によって、弾球遊技機に対して位置決めできる。
【０１１２】
（１０）上記形態の検査器具において、前記位置決め部は、前記目印とは異なる他の目印
を含み；前記他の目印は、前記弾球遊技機に固定された前記遊技釘とは異なる部品に対応
することによって、前記板状部を前記弾球遊技機に対して位置決めしてもよい。この検査
器具によれば、弾球遊技機における遊技釘とは異なる部品と、検査器具における他の目印
とを対応させることによって、弾球遊技機に対して位置決めできる。
【０１１３】
（１１）上記形態の検査器具において、前記位置決め部は、前記弾球遊技機の前記遊技盤
に対して前記板状部を位置決めしてもよい。この検査器具によれば、遊技盤の構造を用い
て弾球遊技機に対して位置決めできる。
【０１１４】
（１２）上記形態の検査器具において、前記位置決め部は、前記弾球遊技機において前記
遊技盤を固定する内枠における前記遊技盤の周囲の少なくとも一部に対して、前記板状部
を位置決めしてもよい。この検査器具によれば、内枠の構造を用いて弾球遊技機に対して
位置決めできる。
【０１１５】
（１３）上記形態の検査器具において、前記位置決め部は、前記遊技盤の前方において開
閉可能に設けられるとともに前記遊技盤に対応する位置に透明板を有する前記弾球遊技機
の前枠、における前記透明板の周囲の少なくとも一部に対して、前記板状部を位置決めし
てもよい。この検査器具によれば、前枠の構造を用いて弾球遊技機に対して位置決めでき



(17) JP 2018-149178 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

る。また、前枠を閉めた状態で検査器具を用いて遊技釘の状態を検査できる。
【０１１６】
（１４）上記形態の検査器具において、前記目印は、前記遊技盤に植設された複数の遊技
釘のうち一部の遊技釘の前記基準位置を示し；前記位置決め部は、前記板状部を通して前
記遊技盤を見た場合に前記基準位置にある前記一部の遊技釘が前記目印と重なる位置に、
前記板状部を前記弾球遊技機に対して位置決めしてもよい。この検査器具によれば、一部
の遊技釘に絞って検査できるため、遊技釘の状態をいっそう容易に検査できる。
【符号の説明】
【０１１７】
　　１０，１０Ｉ…パチンコ機
　　２０…外枠
　　２１，２２…ヒンジ
　　３０…内枠
　　３１…遊技球タンク
　　３２…タンクレール
　　３３…払出装置
　　３５…端子台
　　４０…遊技盤
　　４１…盤面
　　４２ａ，４２ｂ…ガイドレール
　　４３，４３Ｃ，４３Ｓ，４３Ｔ…遊技釘
　　４３Ｌ…列
　　４３Ｗ…風車釘
　　４３ｂ…胴部
　　４３ｈ…頭部
　　４３ｐ…接続部
　　４３ｔ…先端部
　　４４…センターケース
　　４５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５ｄ…普通入賞口
　　４６…普通図柄作動ゲート
　　４７…第１始動口
　　４８…第２始動口
　　４９…大入賞口
　　５０…前枠
　　５１…透明板
　　５２…スピーカ
　　５３…装飾ランプ
　　５５…開口部
　　５５Ｄ…開口下端部
　　５５Ｌ…開口左側端部
　　５５Ｒ…開口右側端部
　　５５Ｕ…開口上端部
　　５５ｐ…バネ部材
　　５５ｓ…段部
　　６０…プリペイドカードユニット
　　６１…発射ハンドル
　　６２…上皿
　　６３…下皿
　　７１…普通図柄表示装置
　　７２…普通図柄保留数表示装置
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　　７３…第１特別図柄表示装置
　　７４…第１特別図柄保留数表示装置
　　７５…第２特別図柄表示装置
　　７６…第２特別図柄保留数表示装置
　　７８…演出図柄表示装置
　　８０…主制御装置
　　８１…払出制御装置
　　８２…演出図柄制御装置
　　８５…電源基板
　　１００，１００Ｂ～１００Ｅ，１００Ｈ～１００Ｋ…検査器具
　　１０１…下端部
　　１０２…上端部
　　１０３…右側端部
　　１０４…左側端部
　　１１０，１１０Ｊ，１１０Ｋ…板状部
　　１２０，１２０Ｄ，１２０Ｋ，１２０ＫＷ，１２０Ｗ…目印
　　１２２…目印
　　１３０，１３０Ｋ…突出部
　　１４０Ｈ…目印
　　１５０Ｄ，１５０Ｌ，１５０Ｒ，１５０Ｕ…目印
　　１６０…目印
　　１７０…突出部
　　ＡＧ…傾斜角度
　　ＧＡ…遊技領域
　　ＭＤ，ＭＬ，ＭＲ，ＭＵ…位置決め用目印
　　ＰＬ…垂線
　　ＲＰｈ…頭部基準位置
　　ＲＰｐ…植設基準位置
　　ＶＣ…傾斜方向
　　ＶＤ…観察方向



(19) JP 2018-149178 A 2018.9.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(20) JP 2018-149178 A 2018.9.27

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(21) JP 2018-149178 A 2018.9.27

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(22) JP 2018-149178 A 2018.9.27

【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

